
⻄粟倉村社会福祉協議会

福祉のむらづくり推進のため、社協会員への加⼊をお願い致します。

つながる・ひろがる・⽀え合う地域づくり

社協会員とは︖
社協の⾏う福祉活動に賛同して頂ける村⺠の⽅に会員になっていただき会費を納めて

いただくことで、活動資⾦の⽀援をして下さる⽅の事です。
ボランティア活動などへの参加が難しくても、社協会員になることで、地域福祉に参

加することができます。より充実したサービスを⾏うために、みなさまからの会費はと
ても⼤切な財源となっています。
また、村⺠のみなさまの社協に対する関⼼を⾼め、社会福祉についての理解を深めて

いただくことにより、地域福祉にご参加いただくという⼤きな役割ももっています。

加⼊⽅法について︕
毎年11⽉、各家庭に区⻑・⾃治会⻑、⺠⽣委員・児童委員の⽅々等を通して お願い

していますので、その際にご加⼊ください。⼜社協にて直接ご加⼊いただくこともでき
ます。

社協会費の使い道について︕
☆ 組織の基盤強化
（理事会・評議員会を開催し、地域の情報共有・社協組織の運営などについて協議）

☆ 社協会費の推進
（会員募集・新規会員加⼊の推進・会員台帳の整備や納付書の作成）

☆ ボランティアの推進・育成
（ボランティア学習・福祉教育を推進する活動助成⾦）

上記をはじめ、⾼齢者・障害者・ボランティア等の様々な社会福祉事業において、
地域に暮らすみなさまが安⼼して⽣活するための活動費に使われています。



社協について
地域の住⺠や関係者の協働により、地域⽣活課題の解決に取り組み、誰もが

⽀え合いながら安⼼して暮らすことができる「ともに⽣きる豊かな地域社会」
の実現を⽬指し、地域福祉を推進する⺠間の団体です。
村⺠の皆さまのほか、区⻑・⾃治会⻑、⺠⽣・児童委員、福祉団体、保健、
医療、教育、ボランティア等の協⼒をいただきながら、さまざまな福祉事業を
進めています。

お 問 合 せ

社会福祉法⼈ ⻄粟倉村社会福祉協議会
⻄粟倉村影⽯95-３ （ ☎ ） 0868-79-2561

（FAX） 0868-75-3520

みまさまのご協⼒をよろしくお願いいたします。

共同募⾦・⾚⼗字事業
・⾚い⽻根共同募⾦
・⽇⾚社員増強運動
・災害救援事業（義援⾦事業）

在宅福祉サービス
・福祉⽤具貸出
・福祉有償運送サービス
・⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業
・⽣活困窮者⽀援事業

（フードドライブ・相談⽀援）
・⽣活福祉資⾦貸付

地域福祉推進事業
・⾼齢者いきいきふれあいサロン
・中央サロン（よりみち）
・移動地区サロン
・協⼒団体の活動⽀援

いきいきサロン活動

⾼齢者等⽣きがいづくり事業
・ミニシルバー⼈材センター

ボランティア活動事業
・⽣活応援センター楽々
・⼀時預かり託児『おひさま』
・ボランティアの養成・育成・推進
・夏のボランティア体験事業
・ボランティア活動保険の取り扱い

夏ボラ体験事業

生活応援センター楽々

ボランティア協⼒校事業

⼀時預かり託児
おひさま

受託事業
・介護予防事業（であい茶屋）
・認知症予防のリハビリ⽀援事業・

ひきこもり防⽌事業（ひとり暮らし会）
・配⾷サービス事業
・外出⽀援サービス事業（福祉バス）

配⾷弁当サービス

ひとり
暮らし会

福祉バス

その他の事業
・⽼⼈クラブ連合会の活動⽀援・協⼒
・⾝体障害者福祉協会の活動⽀援・協⼒
・遺族会の活動⽀援・協⼒


